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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切妻屋根型状頂部が、左右方向にのびた頂部シールリブを有しており、頂部シールリブ
より手前側屋根面上に注出筒が設けられ、注出筒内の上端レベルに閉鎖壁が設けられ、閉
鎖壁に開口用環状薄肉部が設けられ、薄肉部に近接してその内側に舌状摘みが設けられ、
注出筒にキャップが着脱自在に被せられ、注出筒およびキャップが、それぞれの左右いず
れか一方の端部においてヒンジによって連結され、キャップの頂面にフックが設けられ、
キャップ開放時に、フックが同手前側屋根面におけるヒンジのある側の縁部に掛止められ
うるようになされていることを特徴とする注出装置。
【請求項２】
　薄肉部が、四角形状に形成されている請求項１に記載の注出装置。
【請求項３】
　薄肉部のなす四角形状の１つの角が、手前に向けられている請求項２に記載の注出装置
。
【請求項４】
　注出筒が、横断面長円形状に形成されている請求項１～３のいずれか１つに記載の注出
装置。
【請求項５】
　注出筒のなす長円形状の長さ方向が、左右方向に向けられている請求項４に記載の注出
装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば、飲料等を充填した容器の注出装置、とくに、容量３００～５００ｍ
ｌ程度のスリムな小型容器に適した注出装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の注出装置としては、実開平４－８０８４３号公報に開示されているように、容器
の頂部に注出筒が設けられ、注出筒内に閉鎖壁が設けられ、閉鎖壁に開口用環状薄肉部が
設けられ、薄肉部に近接してその内側に摘みが設けられ、閉鎖壁が、注出筒の下端レベル
に位置させられ、摘みが、リング状に形成されているものが知られている。
【０００３】
また、別の注出装置としては、実開昭６１－１１５２０号公報に開示されているように、
容器の頂部に注出筒が設けられ、注出筒内に閉鎖壁が設けられ、閉鎖壁に開口用薄肉部が
設けられ、頂部が、左右方向にのびた頂部シールリブを有する切妻屋根型状のものであり
、注出筒が、頂部シールリブを挟んでその手前側屋根面上に位置させられ、薄肉部が、頂
部シールリブに近い側を開放したＵ字状に形成され、薄肉部のなすＵ字の底に近接してそ
の内側に摘みが設けられ、摘みにフックが設けられ、薄肉部を切断してその内側の部分を
持上げた際、頂部シールリブにフックが掛止められうるようになされているものが知られ
ている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記前者の注出装置において、とくに、小型容器を対象とする場合、スペースの制約から
、注出筒の径が小さくなってしまい、注出口から少量しか注出することができず、注出筒
に口をつけて直接飲むには不向きであり、ストローを使用するなどしていた。さらに、注
出筒の径が小さくなると摘みのリングの径も小さくなってしまい、薄肉部の切断に際し、
小さい径のリングに指を入れることは困難であった。摘みがリング状に形成されている理
由は、閉鎖壁が注出筒の下端レベルに位置させられているため、成形時の型抜き上の都合
から、そのようにするしか仕方が無いのである。
【０００５】
一方、後者の注出装置では、注出筒がキャップ等で被覆されていないため、衛生的ではな
い。さらに、注出筒に口を付けて飲む際、切断した薄肉部が手前から頂部シールリブの方
向に向かって拡がり、その状態でフックが頂部シールリブに掛止められているため、切断
した薄肉部に鼻が接触する等の不都合があった。
【０００６】
この発明は、比較的小型容器にも好適に利用することができ、十分に注出量を確保するこ
とができ、しかも、摘みを摘み易く、注出筒に口を付けて快適にも飲むことができる注出
装置を提供することをその目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この発明による注出装置は、容器の頂部に注出筒が設けられ、注出筒内に閉鎖壁が設けら
れ、閉鎖壁に開口用環状薄肉部が設けられ、薄肉部に近接してその内側に摘みが設けられ
ている注出装置において、閉鎖壁が、注出筒の上端レベルに位置させられ、摘みが、舌状
に形成されていることを特徴とするものである。
【０００８】
この発明による注出装置では、閉鎖壁が、注出筒の上端レベルに位置させられ、摘みが、
舌状に形成されているから、摘みをつまみ易い。
【０００９】
さらに、薄肉部が、四角形状に形成されていると、閉鎖壁が注出筒の上端レベルに位置さ
せられていることにより、注出方向が定まり難くなりがちであるが、薄肉部を切断した後
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できた開口の角の部分から注出するようにすれば、注出方向が定まり易くなる。
【００１０】
また、注出筒が、横断面長円形状に形成されていると、比較的狭い幅のところにも、長さ
方向で注出筒の横断面積を広くとるようにすれば、注出筒の横断面積を大きくすることが
できる。したがって、十分な注出量を確保することができる。
【００１１】
また、注出筒にキャップが着脱自在に被せられていると、注出筒を衛生的に保つことがで
きる。
【００１２】
さらに、頂部が、左右方向にのびた頂部シールリブを有する切妻屋根型状のものであり、
注出筒が、頂部シールリブを挟んでその手前側屋根面上に位置させられ、薄肉部が、四角
形状に形成されてその１つの角を手前に向けており、注出筒が、長さ方向を左右方向に向
けた横断面長円形状に形成され、注出筒にキャップが着脱自在に被せられ、注出筒および
キャップが、それぞれの左右いずれかの端部においてヒンジによって連結され、キャップ
の頂面にフックが設けられ、キャップ開放時のフックが同手前側屋根面におけるヒンジの
ある側の縁部に掛止められうるようになされていると、切妻屋根型状頂部の狭い領域にお
いて、十分に注出量を確保することができ、摘みを容易につまむことができ、しかも、飲
む際に、キャップが頂部シールリブにではなく、これと直交する側に倒されてそこに掛け
止められるから、キャップが邪魔にならず、注出筒に口を付けて快適にも飲むことができ
る。
【００１３】
【発明の実施の形態】
この発明の実施の形態を図面を参照してつぎに説明する。
【００１４】
以下の説明において、図１の矢印Ａで示す側を前、これと反対側を後といい、左右とは、
前方より見て、その左右の側を左右というものとする。
【００１５】
図１を参照すると、容器11は、両面にヒートシール層を有する紙主体積層体製容器素材か
ら組立成形されたもので、角筒状胴部21および切妻屋根型頂部22を有している。頂部22の
屋根の棟にあたる部分には上方突出頂部シールリブ23が形成されている。シールリブ23は
、左右方向にのびかつ後向きに倒れていて、シールリブ23の手前側屋根面と面一となって
いる。
【００１６】
頂部22は、手前側から順次連なる第１～第４頂壁パネル31～34を有している。第１頂壁パ
ネル31および第３頂壁パネル33の内側になるように第２頂壁パネル32および第４頂壁パネ
ル34が内向きひだ状に折り畳まれ、第１頂壁パネル31および第３頂壁パネル33上縁部の間
に第２頂壁パネル32および第４頂壁パネル34の上縁部が２つ折りとなって挟み込まれて重
ね合わせられて、この重ね合わされた部分がヒートシールされることにより、リブ23が形
成されている。
【００１７】
第１頂壁パネル31の中央部には注出口41があけられている。注出口41は、左右方向に長い
長円形をなしている。
【００１８】
注出口41には注出筒42が備えられている。注出筒42の上端にはキャップ43が着脱自在に被
せられている。
【００１９】
図４に、注出筒42およびキャップ43の詳細構造があきらかに示されている。図４において
は、注出筒42にキャップ43が被せられた状態が鎖線で、注出筒42からキャップ43が外され
た状態が実線で示されている。
【００２０】
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注出筒42は、ポリエチレンのような軟質合成樹脂によって一体成型されたもので、注出口
41に嵌め入れられている周壁51と、周壁51の下端に連なって設けられかつ注出口41縁部下
面にヒートシールされているフランジ52と、周壁51の上端開口を横断するように設けられ
ている閉鎖壁53とよりなる。
【００２１】
周壁51は、若干上細りではあるが、注出口41縁部にそって拡がる長円形の横断面をもつ外
面を有している。周壁51外面の上端部には環状係合凹部54が形成されている。
【００２２】
閉鎖壁53には環状薄肉部55が閉鎖壁下面にＶ溝56を形成することにより設けられている。
薄肉部55は、四角形状に形成されたもので、左右に２つの鋭角と、前後に２つの鈍角をも
っている。薄肉部55の鈍角の１つは、手前に向けられている。薄肉部55の右角のすぐ内側
からは摘み57が左斜め上向きに立上るように設けられている。摘み57は、薄肉部55の内側
部分とほぼ同形状に形成され、これを上側から被覆している。摘み57の上下両面には滑止
めリブ58がそれぞれ並列状に設けられている。
【００２３】
キャップ43は、平坦状頂壁61と、若干裾拡がりであるが、注出筒42外面にそわされている
横断面長円形状のスカート62よりなる。頂壁61の頂面中央には逆Ｌ字状フック63が設けら
れている。スカート62内面下端には環状係合凸部64が形成され、これが係合凹部54にはめ
入れられている。閉鎖壁53とキャップ頂壁61の間には、摘み57を軽く押えつけた状態で摘
み57を収容しうる間隙が形成されている。
【００２４】
注出筒42外面右端部における係合凹部54のすぐ下のレベル部分と、キャップスカート62外
面右端部における係合凸部64とほぼ同じレベル部分にまたがってヒンジ71が設けられてい
る。
【００２５】
容器11の開封に際し、係合凹部54から係合凸部64を引出してキャップ43を外し、指先で摘
み57をつまんで引っ張ると、摘み57の基部付近から薄肉部55が順次切断されていき、薄肉
部55が全て切断されると、そこが開口される。摘み57を引っ張る際、リブ58があるため、
指先が滑ることもなく、摘み57をしっかりつまむことができる。
【００２６】
外したキャップ43は、右側に倒して、丁度裏返しにすると、第１頂壁パネル31の上に重ね
合わされるようになる。そして、第１頂壁パネル31右縁とその下側にある第２頂壁パネル
32前縁の２倍重ねとされた境界に、フック63が掛け止められる。これにより、注出筒42の
開口が全開となった状態でキャップ43が固定される。
【００２７】
注出筒42に口を付ける際、注出筒42のなす長円形の手前部分に口をそわせるようにすれは
、口あたりも良好である。注出筒42が手前にくるように容器11を傾けて開口から内容物を
注出するときに、開口のなす四角形の手前の角の部分が低くなり、その部分から集中的に
内容物が注出されるようになるため、内容物の注出方向が定まり易く、内容物がこぼれた
りもすることなく、快適に飲むことができる。
【００２８】
注出筒42に外したキャップ43を被せ、係合凹部54に係合凸部64をはめ入れると、容器11が
再封される。
【００２９】
この発明は、上記したゲーブルトップ容器、紙容器のみならず、他の容器にも適用され、
とくに、注出筒等を取付るスペースの狭い左右に細長い容器に好適である。
【００３０】
【発明の効果】
この発明によれば、比較的小型容器にも好適に利用することができ、十分に注出量を確保
することができ、しかも、摘みを摘み易く、注出筒に口を付けて快適にも飲むことができ
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【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による注出装置の密封状態の斜視図である。
【図２】同注出装置の開封状態の斜視図である。
【図３】同注出装置の開封状態の平面図である。
【図４】図３のIV－IVにそう断面図である。
【符号の説明】
11　容器
22　容器頂部
23　シールリブ
42　注出筒
43　キャップ
53　閉鎖壁
55　薄肉部
57　摘み
63　フック
71　ヒンジ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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